
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成１９年８月１７日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

全自動人間洗浄機 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、人が中に入って（頭部は外）横たわり、自動で体を洗浄する装置であ

る。 

 ボディシャンプー、洗浄、濯ぎ、遠赤外線サウナ、スチームサウナ、サウンド

セラピー、アロマセラピー、海藻パック、ボディローション等のメニューを組み

合わせて使用する。 

 また、ハンドシャワー、金魚運動器、スチーム、音楽(audio)等の機能が附属

されている。 

 

○構造、仕様、意匠 

 外部に本体によってコントロールされる保温用ヒーターを有する貯湯タンク

があり、これから本体に湯が供給される。 

（貯湯タンクには、別途設置される瞬間湯沸器が接続されている。） 

本体には、スチーム発生機能が内蔵されている。 

 定 格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、消費電力未定 

 

○主な使用者、販売先 

エステテイックサロン、スポーツジム、老人ホーム、介護施設、特別養護施設等

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品中、電熱器具の「電気スチームバス」として取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、様々な機能を有するが、各機能はプログラムで設定されるものであり、

筐体及び電気回路は共用されている。製品本体にスチーム発生機能があり、電熱部

分と人が入る覆いとが一体となっていることから、「電気スチームバス」として取

り扱うことが妥当と判断する。 

 なお、本製品の各機能に係る基準適合義務等（電気用品安全法第８条第１項）に

ついては、それぞれの機能に対応する技術上の基準が適用される。 

 


